
教職員の勤務評定の研究-1神奈川方式」の意義をめぐって一

亜細亜大学丸山義王

東京都教育委員会は、平成 12年4月から、教員の勤務評価を給与などの処遇に反映させる人事

考課制度を導入した。教員が本格的に評価される時代がきている。しかし、教員評価の在り方につ

いては、種々論議がある問題であり、そのあるべき姿は今後の課題であることも事実である。そこ

で本稿では、勤評「神奈)11方式j の歴史的な意義を軸に、今後の教職員の勤務評定制度のあり方や

教育活動にとっての教員評価のあるべき姿について考察することを目的とする。

勤評「神奈川方式Jとは、昭和 33年頃において、教職員の勤務評定として「独自の方式を生み

出した神奈川県の教員組合の運動の在り方j を指して用いられた。前者の独自の方式とは、その内

容に関してであり、この頃、ー態的に導入された「勤務評定j とは異なり、教育活動について教師

が自己の意克を記入することを主とする自己反省の記録、即ち、自己評価記録を制度化したことで

ある。後者の運動の在り方とは、教員組合と県教委とが、粘り強く話し合い、団体交渉を続け、そ

の上で合意し、勤務評定が成立したことである。

この運動から得る課題は、教員評価の内容・方法についての妥当性とその実施に際しての民主的

な交渉のあり方である。

勤評闘争が行われていた当時の論考は、時代性のため政治的文脈の中での勤評問争の理解と教職

員組合の運動の在り方に主i壌が量かれ、そのほとんどが勤評の制定・導入の事実までに限定され、

勤評闘争の社会的な性格や「勤務評定書」そのものの分析が十分になされてはいなかった。そのた

めここでは、勤評闘争をめぐる社会的な性格や制定のプロセス、闘争の帰結として成立した各地の

「勤務評定書j の特色と構造について、詳しく検討することにする。

1 .勤評闘争の社会的な性格

勤務闘争は、文部省・自民党と日教組・社会党というこつの大きな政治勢力の対立を背景にして

発生した。それは、父母、教師、学校、組合、教育委員会、文部省という個人・集団を巻き込んで

相互に強い影響を与ーえ合ったことに特徴があった。表面は教育行政的紛争という形をとったが、そ

の方向は、学校での人間関係の葛藤へと及んでいった。勤評は文部省→都道府県教委→地教委→校

長→教員という系列化した権力支配の官僚機構の整備を狙うものであった。
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( 1 )勤評闘争の三類型

当時、いくつかの県教組では、勤務評定が、一方的かつ差別的に実施されないように規制を加え

る運動を組織した。これがいわゆる勤評協争である。「長野方式」、「神奈川方式Jなどについては、

県教委自らが勤務評定に規制を加えようとした。その中で最も厳しい規制を加えようとしたのが「神

奈川方式Jであり、その規制のあり方の違いにより、解決の姿も異なるものがあった。

そのため本論では、各県で行われた自己規制のあり方とその帰結の様相について考察を試みる。

愛媛第一次勤評闘争の翌年、昭和 33年は、まさに「勤評闘争の年j であり、その中心となる出

来事は、 9月 15日の半日授業打ち切りという日教組全国統一行動で、あった。このような紛争の山

を迎えた時点に焦点を置いて、勤評をめぐる態度構造をソシオグラムにより分析してみた。

ここでは、勤評闘争を紛争という視点で見たい。闘争の場合は、 thh調への方向性を裏面としなが

らも、妥協ができず闘争の結末は破局を迎えがちとなる。しかし、紛争の場合は、「政治的紛争を代

表例とするが、社会の発展のために積極的寄与をなすものと肯定的に評価されるJ(1)のである。紛

争もまた、関争と同じく相互不信であるが、紛争を通しての相互理解は可能となる。科書が対立し、

相互に両立不可能に見えても、なおこれを動機化する。!ヨ標到達への調整が、どうすれば可能なの

か、争点は何かと解決の道を辿っていく。そのようにすれば、集団内部においても、コミュニケー

ションが深まり再統合が可能となる。勤評爵争もまた、教育に携わる集団の中での紛争であり、合

意による解決の道を探ることが大切であった。以下において、勤務評定にかかわって「組合勢力」

が「文部省が代表する教委などの勢力」をどのように規制したか、その結果として両者の間にどの

ような「合意形成j による再統合が可能であったかということを軸に、三類型に分けてみる。

1 )一般的類型「愛媛県の場合」

第一は、愛媛県の場合のように、合意の段階に至ることなく、「文部省の勢tJJを規制できずに勤

評が一方的に実施されたという、この頃一般的に見られたタイフである。この場合は、絶対阻止を

唱えたもののできないままで実施された。愛媛の紛争で先駆的な役割を果たした「周桑郡教職員組

合Jは、第二次闘争の直後に「勤評闘争に学ぶものJ(2)という文書を発表し次のように指摘した。

「勤評鴎争が拒否闘争なのか、修正問争なのかの問題をめくやって、われわれ組合員はしばしば論

議した。しかし、『拒否』と『修正』は質的相違はない、という分析をもって割り切っていたわれわ

れの討議になお重要な盲点のあったことを認めざるを得ないように思う。事実として勤評闘争を経

験してきた愛媛教組と、一般的な形でその問題をうけとめ、分析してきている日教組本部との紋密

な本質的討議がもっともっとなされていなければ、ならなかったのでないかと反省するのである。

こうした本質的問題への討議がもっと繰り返され、はっきりした統一見解が生み出されなくてはな

らないことを爾後闘争への心構えのなかに痛感する」。

この文書においては、「出せJi出すな」の激闘の繰り返しではなく、勤評鴎争をどううけとめ、

組織化していくかを論議するうえで重要な問題を提起していた。それは、「拒否闘争jか「修正闘争J

かということを明確にすることであった。この二つの言葉は、勤評紛争の性格を分析するうえで重
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要な問題を提記していた。愛媛の紛争は、結果としては、「拒否闘争Jに終わったが、「修正闘争j

へと転換して、交渉において民主的な相互の合意にいたることもまた、大切であった。

次には、この一般的類型についての態度矯造を見る。紛争にかかわった集屈としては、次のもの

があげられる。 l文部省、 2都道府県教委・地教委、 3教員組合(日教組・高教組・都道府県教組・

各地区支部省各学校分会)、 4校長、 5教師、 6父母、などである。下のソシオグラムは、これらの

集団が勤務評定をめぐって織りなした親和と対立の態度播造図(3)である。

<勤評紛争をめぐるー態的な態度構造>

親和

対立

親和の関係にある「文部省・県教委・地教委・校長Jの四者に対し、「日教組・教師j とのこ者が

対立の関係にあるので、図において日教組及び教師には、対立を示す線が4本あることに注目した

い。 f父母j の態度は不明であり、ここでは中立の関係にあるとする。

この図で明らかなことは、「文部省対日教組Jという対立の様相である。文部省の主張は、「教育

の正常化j であり、日教組を偏向の原動力と見なして、勤評の実施を通して教育の正常化を図ろう

とした。折しも、任命制に変った教委もまた、文部省の示す路線に乗らざるをえなかったのである。

これに対しての日教組の反対の理由は、勤務評定は、「政府の施策を末端教師にまで徹底しようとす

る中央集権的文教政策の確立であり、それは、職場の回結を根本から破壊し、評定のよくない者と

よい者との分裂に乗じて、職制を強化し、権力をもって、日教組の弾圧をはかろうとする対策J(4) 

ということにあり、両者の歩み寄りは不可能であった。

勤評紛争において、教委と教組との板挟みにあい苦慮、したのは、校長会、もしくは校長個人であ

った。その事例としては、愛媛の場合がある。当時は校長も組合員であったので、まず紛争の矢面

に立ったのは校長であった。そして最後まで残った周桑郡の全校長 34人は減給処分にされている。

また、個人的に勤評提出に反対して、懲戒免職になった伊藤吉春校長(5)や行政処分を受けた荻野

末校長(6)などがよく知られている。内容に不満をもっていても、賛成をせさるをえないというのが
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当時の校長のジレンマであった。

2)第二の類型 f秋田県の場合j

第二は、秋田県、長野県などに見られる類型である。 f合意Jの形成ができずに、紛争を裁判によ

って規制しようとしたタイプである。秋田県の場合は、校長が、 f勤務評定義務不存在確認訴訟Jを

起こし、長野県の場合は、高教組が、 rB表記入義務不存在確認訴訟Jを起こしている。特に秋田県

の場合は、教組側の反対関争は、単なる規則撤回から、校長の評定書不提出へと方向を転換し、校

長自らが訴訟の矢面に立って勤評を規制しようとした点に特色がある。

校長が当局側につくことが多かった中で、実施反対の立場に立った秋田、青森の例である。

昭和 33年 6月 3呂、 10名の校長から秋田地裁に「勤務評定義務不存在確認訴訟」が起こされ、

8月9自には、青森県において同様の訴訟が 344名にのぼる校長から提訴された。ここでは、校長

の大部分が組合員であり、その方向にそって行動していることに特徴がある。

秋出県の訴訟の概略は、次のようであった。

「校長は、所属学校教諭等の勤務評定をなす義務を有しないことを確認するJという確認訴訟の

形をとり、その概略は、 r1県教委の勤務評定規制施行は、県教委の持つ権限の範囲を逸脱してい

る。 2 学校教育法第 28条による校長の職務内容には教職員の勤務評定権はない。 3 教員におい

ては職階制が実施されていないので、教職員につき勤務評定をなすことは法律上不能である。 4 教

育の自主性が失われ、教育、学問の自由が害されるJ(7) 。

それは、校長の置かれた地位と義務、責任と権限の再確認であり、勤務評定の内容や方法上の疑

問を法廷闘争により、客観的に解決しようとするものであった。

下図のように、県教組の対立の線は3本(文部省・県教委・地教委)で、教師・県教組・校長は

親和関係、父母は中立の関係にある。この態度構造は当時にあっても特異であった。

<秋田県の態度構造>

， 
， 

一-l.Qおi

z 一対立

-中立
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3 )第三の類型 f神禁)11方式jの場合

第三は、神奈川に見られた類型でいわゆる「神奈川方式j である。

これは、県教組と県教委が、交渉を通して f合意Jに至り、独自の勤評を実施したという再統合

のできたタイプであり、県教委自らも勤務評定に規制を加えようとしたのである。組合は痛手を受

けることなく、 f神奈川方式Jという民主的な合意を成立させた。

神奈川の場合は、特殊な態度構造を示す。それは、対立を示す線が「文部省j と f県教組・教師j

の間にのみ見られることである。これは、紛争がー較的に県教委と県教組との対立という形で現れ

ていた当時にあって、交渉の結果として、両者が和解協力という緩和の線で結ばれたのは画期的で

あった。

< r神奈川方式j の態度構造>

一一親和

=対立

・中立

昭和 33年の 4月から 12月に至る 8ヶ丹照にわたる 39屈の話し合いの過程で、内容を検討すれ

ばするほど、両者は対立を超え、和解の方向を辿らなくてはならなかった。そして「教育効果の向

上j のための「教師自身の自己反省の記録j という、いわゆる f神奈川方式j を生み出した。日教

組本部でも、この方式に賛成する主流派と反対する反主流派の対立があったが、最後にはこれを支

持する主流派の意見が肯定されたのである。この態度構造は、県教組・教師が対立するのは、文部

省のみで、親和のベクトルは、校長・県教委・教師・父母をつないでいる。県教委と文部省とは、

距離を置き、不即不離の間にあった。当時校長は秋田県と同様に組合員であったため、地教委・県

教委に対しては中立的であった。また、父母と県教組・教師とは、緩和の関係、にあるが、勤評闘争

を支持し政治的な介入を防いだ県下各学校の父母PTAの態度は高く評価できる。県下各学校のP

TAは新しくできた「神奈川方式Jを支持したのであった。

f私も 2年ほど、 PTA会長をさせてもらった経験があるが、幸い神奈川には、教師に暴力をふ

るうようなわからずやの親はいない。どこでも親と教師が話し合ったし、力づくの勤評に反対する

父母の会もできていた。 PTAも f抜き打ちをやるな。あくまで納得づくで話し合えj と、教委に
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も組合にも要望し続けた。こうした父母の声があり、さらに今も全国の教師の血みどろな努力が背

後に続いているからこそ、『話し合い方式』も可能なのだということを、神奈川の先生は忘れないで

ほしい。神奈川の父母、ことに母親たちは、はじめて教育の真の主権者として、空前の力を発揮し

たJ。これは、後に神奈川県知事となる長洲一二氏の一文(8)であるが、教師の運動は、父母の支援な

くしては成り立たないということの証左である。

( 2 )勤評と職場内の人間関係

ここでは、勤務評定が職場内の人間関係に与えた影響を見る。昭和 34年 1月 25日、 26Elから

第8次教研集会大阪大会は、 2月 16日の日教組第 20回臨時大会を控えて、まさに勤評翻争のただ

中に行われた。その第 18分科会で、石川県教組(9)は、勤評の実施によって暗くなった職場の実態を

次のように報告している。

①般市iJ意識が強化され、校長と教師!習に対立的な感情がちらつく。

②教師間の競争意識が暗黙裡に働いてきた。

③教委のお声がかりや校長の意見による行事や会合が増加した。

④そうしたことから正規の授業が何かと欠け、教材の進度が遅れた。

⑤教師の労働が過重となり、週二十余時間の超勤データがでている。

ここで注目したいのは、学校の雰囲気の変化が授業にも影響を与えたことである。このように勤

評反対の過程で組合員としての立場と子どもの前に立たなくてはならない教師という立場とのジレ

ンマが子どもの授業にも悪影響を及ぼしたのであった。

しかし、その一方では、勤評と取り組む過程で職場の民主化の新しいエネルギーが生まれ始めて

いた。とくに関争の激しかった高知県の教師が次のように述べていることは、特筆に値する。

「①職場の中で勤評の本質を徹底的に討議したことによって闘いの意義を全員でとらえたこと。

②溺いの中で事務職員、用務員も含めての職場体制が確立されてきたこと。③その連帯感の中で、

『自分たちの行っている教育』についての厳しい相互批判体制とその上で、の漸進がなされるように

なり、④森小事件(10)など激しい地域反動の反面、民主教育を守る会、地区労、県評との提携が深ま

り、その中で、われわれを本当に支える勢力が広まってきているJ(11)。

勤評の実施という厳しい現実に直面し、学校での教師の連帯が強められ、教育についての考え方

と態度への自覚は一層深められたのである。向報告書(12)では、第 18分科会の職場問題の討議を次

の2点にまとめている。「①その立場、つまり、職場の民主化をどのように考えるか、という問題と

②その手だて、つまり、どのような方法で職場の民主化をすすめていくか、という問題の認識であ

るj。

勤務評定の原則は、評定者と被評定者との相互の納得がなければ成功しないということであり、

勤務評定制度が客観的で、あるためには、その前提として、教育体制が民主的な人間関係によって支

えられていなければならない。東京都で、人事考課という形での新しい勤務評価が行われている現

在、日本の教師が、政治と教育、教育行政批判と教育実践への反省を統一的にとらえることの必要
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性を当時の勤評闘争から学び取る必要がある。

2. 勤評闘争の帰結としての「勤務評定書j

勤評鼠争をめぐる態度構造の分析で得られた示唆は、勤評を規制しようとする態度の違いにより、

異なる勤務評定制度ができたことである。そのためここでは、反対闘争の帰結として成立した各地

の「勤務評定書j の構造と性格を探ることにする。

( 1 ) r教育長協議会試案j と愛媛県の f教員勤務評定票」

昭和 30年度末、約百億円の赤字に悩んでいた愛媛県は、昭和 31年度から赤字県に転落し、地方

財政再建法の適用を受けることになり、教員の定期昇給の財源は教員全体の 70%しか予算を計上で

きなかった。折しも任命制になった県教委は、それにふさわしい初仕事として、同年度から勤評を

強行することを決めたのであった。

県教委が作った評定書(13)は、東京のデパートで採用しているやり方とよく似たものだ、ったといわ

れる。実施要項の内容は、一人一人の教師を次ぎの 11項目について評定しようとするものであっ

た。①勤勉、②積極性、③責任感、④速度、⑤確実性、⑥注意力、⑦理解力、③知識と技術、⑨規

律、⑬協調性、⑪整理・整頓。

まず、この 11項目についてABCDEの 5段階評価を行い、さらに全項目を総合評価してこれ

を甲乙丙了戊の 5等級に区分けして、上位のものから昇級させようというきびしいものであった。

この最初の勤評に代わって、次に登場するのが、 f教育長協議会試案Jにかかわる本格的な勤評で

ある。愛媛県では、昭和 32年 12月比日、小-中学校 767校全部の勤評が提出された。翌日日、

議長公舎で以下のような 4項目の調停案が、教育長と教組の間で確認され、社会党、中正クラブ、

自民党の 3派により保管された。

「教職員の勤務評定について将来紛争の起こらないよう直ちに次ぎの措置を講ぜられたい。

①県教委は全国教育長協議会手引案および地教委、校長の意見を参考として勤務評定要領を立案し、

②「③j に定める諮問機関の審議の結果を尊重し次回より実施する。

③諮問機関は県教委の責任において設置する。但し県教委は知事及び議会 3派の意見を参考として

構成員の選任および員数を定める。

④今次紛争に関し処分を行わないようにせられたいことJ(14) 。

議長、知事、議会 3派、教委、組合との間で交わされたこの調停案は、いわば愛媛勤評闘争休戦

ともいうべきものであった。

一方、文部省では、都道府県教育長協議会の本島寛会長と連絡をとり、全国で勤評を実施するた

めの標準的な試案を作っていた。

①でいう試案(i都道府県教育長協議会勤務評定試案J) は、群馬県の黒沢得男教育長を主査とし

た同協議会第三部会が 11月 28El、日比谷図書館で最終検討を行い内定したものであり、昭和 32

年 12月初日に発表された。愛媛鼠争の終結を待って、全国に降ろされる日程が、すでに文部省の
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主導により準備されていた。

この試案によれば、勤務評定の趣旨として「勤務評定は、一般公務員や、会社その他の企業体の

職員等について、すでに広く実施されている。およそ人事管理は、職員の勤務実績や能力に即応し

て行われるもので、我が国の公務員制度も職員の実緩や能力に応じたいわゆる成績主義を基本的原

則としており、職員の適正配置、給与の決定、研修、指導、褒賞などの人事管理を公正に行うため

の基礎資料として勤務評定が考えられるJ(15)として、勤務評定に企業や一般公務員における成績主

義を導入したことを明らかにしている。

試案について、当時の日本教育学会(16)では次のように批判した。

「第 1W試案』の論理は軽からぬ誤謬を含んでいる。

第 2 W試案Jの教職観は構造的でなく、建設的でない。

第 3 W試案』の人間観は機械的である。

第4 W試案』の人事管理についての考え方は矛盾を含み、教育人事を公正妥当にするとは考え

られない。考諜のもつ不合理性を克服していない。 5段階の格付けは、絶対評価の建前と矛盾して

いる。

第 5 W試案』は教育行政に対して法制上の混乱をもたらすものを含んでいる。公立義務教育学

校の教員について、県教育委員会が、その勤務内容と職務遂行の水準とを実質的に設定することに

なるが、このことは県教育委員会の権能を超えるものであるJ。

試案の批判は、鋭くその矛盾点を突いているが、この試案が勤務評定の原点になり、その様式・

内容が各都道府県に広く取り入れられた。愛媛県の場合、先の調停案のように、全国に先駆けて教

育長協議会手引案に節して作られたので、試案の影響を強く受けている。ここでは、試案と愛媛県

の f教員勤務評定票Jを比較してみる。その影響の第一は、徹底した相対評儲の発想である。

試案(表 1)の場合、 iA勤務成績j と iB適性・性格Jに2大別され、 f勤務成績j は、(1 )職

務の状況(2 )特性・能力(3 )勤務状況に分類され、各評定要素による 5段階評価である。愛媛

県勤務評定要綱(昭和 31年 11月)では、「勤務成績良好のものから、イ、口、ハ、二、ホの 5段

階に評定する。この場合、イは 10分の l以内、イロ合わせて 10分の 3以内となるように決定するJ

としてより相対化を進めている。試案では、 iA勤務成績Jと iB適性・性格Jを照合させて、 iD

総評Jがなされるが、それは、「総評(2 ) Jのように校内の同僚と比較しての 5段階評価なのであ

る。愛媛県の場合(表 2-1 )は、さらに進めて「評定点及び総合的所見を総合して成績良好なも

のから配列し、第 l次評定願位番号捕に順位番号をつけるJ(向上)とされ、校内での教師の優劣が

一呂瞭然となる。

第二は、「評定要素の観察内容Jについてである。

試案の評定要素は、(1 )職務の状況と(2 )特性・能力について示されている。(1 )の評定要

素は「学級経営、学習指導、生活指導、評価、研究修養、校務の処理jの6項目、(2 )については、

「教育愛、指導力、誠実、責任感、公正、寛容・協力、品位j の7項目があげられ、これを 5段階
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これが f計画性、責任感、協調性、常識、規律、研にグラフで評定するのである。愛媛県の場合、

この評定しかし、の 10項目になって簡略化されている。究心、指導力、処理力、勤勉、信頼度J

までの 5段要素を勤務評定基準により、 fたいへんよい (100"""'91)Jから、 f満足でない (40"""')J 

階に評点{ヒし、その合計点の平均が 700点以内になるように評定するので、試案よりも捜雑になっ

これらを評定する場合に問題になるのは、両者の評定基準に見られる f十分に自覚してい

という表現は、

ている。

るかj、f効果的であるかj などの表現である。例えば f十分j、「効果的j、「適切j
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表 2-1 愛媛県教員勤務評定累〈昭和 31年 11月)

(詑・}

5]IJ表第一
/定期 ¥ 

教員勤務 野定説〔臨時評定)

11O."C6 1ffi11，，1自昭和 年 Ji 8 
年月 日i評定期間!1'" I J<.，TVJ I-JI至昭和 年 }J B 

審査者

鞍氏名印

第 i鰐 i第I I第員長l第顕i第 j第
_ 1詑合的所見

次

許

定

L>-
ロ

現在の東京都の人事考課の評価基準でも多用されているが‘何をもって f十分Jr適切jと判断でき

るのか、比較可能な客観性が乏しいのである@しかし、そのような第三者による評定の不能性こそ

が、教職の特殊性を示すものである" r神奈川方式jのもつ f自己反省の記録jは、教師の自己評価

という文脈において教職の特殊性の評価にはふさわしい" r神奈川方式jの本質は、第三者が持対的

に評倍するというのではなく、教師による自律的な評価なのである@愛媛県の勤務評定は、昭和 33

年 3月 l臼より実施され、昭和 47年 11月 1日に改訂され、現在に及んでいる@

新しい f勤務評定書J(表2-2)でもその評定要素は、試案の f学習指導・生徒指導j を引き縫

いでおり、その他は、以前の項目 f責任感・協調性j などを踏襲している@また、 f総評Jでの 5段

階の区分や上位を 10分の lにするなどの評定基準は、そのまま残っている@序列については、 A、

B、C、D、Eのグループ願となり、若干の変更は見られる e しかし、その実施の方法は、昭和 33

年の勤評が基本となり、県教委が、各校の勤務評定の結果をチェックし、 f認整Jをして最終的な評

価が確定するのである.

現在の状況については、 f愛教タイムスJ(17)によると、 f勤評賃金の実際は、新採時 6ヶ月短縮以

外の昇級短縮はすべて勤評特昇であるj という.同タイムスでは、愛媛の場合、ボーナスは後払い

の賃金であり、全国ただ l県の差別支給であるとして、 f江戸時代さながらに校長の主観で差別支給

がされてはいけないのですj と訴えている@今、愛媛県教組は、 rOpen the Kinpyo ! Jのたたかい

を開始し情報の公開を請求するとともに、父母との共同をめざす fオープンにする会j の必要性を

唱えていることに注目したい.
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表2-2 愛媛県勤務評定書(昭和 47年 11月 1B) 
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( 2 )勤評違憲訴訟と長野県の「勤務評定書」

H自手!]34年 1月における全国の勤評の状況(18)は、「文部省指導による勤評実施 (36県)、実施延期

(Ilj~) 、提出拒否中(高知・福岡)、勤評規則未実施(北海道・神奈川・長野・京都)、提出期の引

き延ばし(大阪・神奈川・長野・京都)Jであった。

以上のようにして「試案Jが全国を席巻しているさなかに、長野県では「勤評違憲訴訟から勤評

廃止J(19)へという全国的にも例のない紛争解決への道を辿っていた。それは昭和 33年 4月 23日と

25日の交渉において、県教委と県教組、高教組との間で取り交わされた「話し合いのケリがつくま

で、勤評については混乱をまねくような一方的発表はしないj という覚え書きが発端であった。

この覚え書きに基づいて公開という形での「勤評試案説明会Jが 7月から 10月までの間に 3@]

開催された。 11月 13日には、知事が「審議会をつくって勤評を審議するj との調停案を示したた

め、問教組はこの調停案を受諾した。審議会は 11月 25日に発足したが、県は決着を急ぎ翌 34年

1月初日には勤評実施の答申書を出し、 2月 7Elには、「長野方式Jと呼ばれる勤評規則を決定し

た。

これは、 B表をもとに校長が記入するA表(表 3-2第 2表A)と、自己評価、自己反省を含み、

被評定者が記入する B表(表 3-1第 l表B)からなり、 B表は「現場教師の希望を開くためj と

され、その条件は、次のようであった。

①評定者は校長だが、序列はっけない。

②A票の評価は文章表現にする。別に自己評価表 (B表)を設ける。

③希望により本人には見せる。

④評定結果を給与評定に不利になるように扱わない。

他県のように「教育長協議会試案Jをそのまま踏襲した勤評とは違い 5段階評価は行わず、 B表

は、「神奈川方式」のように自己評価というものであったが、これは先の公開説明会に出された県教

委案とほぼ変わらない内容であったため、昭和 34年 4月 l日以鋒、組合としては、勤評提出拒否

へと移行せざるをえない状況になった。

ところがこの勤評B表提出拒否については、県教組との足並みが揃わず、高教組のみがたたかう

ことになった。高教組は組合組織の維持をまず優先させて、 fB表不記入、白紙一斉一括提出」へと

戦術を転換させた。そして 10月 28日、 57校 1800人の組合員が、 B表には氏名のみを記入し、一

括一斉に提出したのであった。

ー方で高教組は、昭和 34年 10月 20Elに fB表記入義務不存在確認請求Jを長野地裁に提訴し

ている。その理由は、「被評定者が自ら記入する B表には、被評定者自身の思想、・信条を表現せざる

をえないよう義務づけられている。これは不法・不合理であり、差別に通じるので、 B表記入の義

務は存在しない」というものであり、初公判開始(昭和 35年 2月2日)以後の経緯は次ぎのよう

である。

1
1ム

ウ

i
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表 3-1 長野県勤務評定書(第 l表B)

墜野県市町村立学校職員の勤務評定突施主要穣

務 1薮 B (教m.助役脇・鶴腕・爽習助手)

勤務評定鐙〈定 期 ・ 特 別 〉

⑧評定日昭和年月 包

評定期間 自昭和 年 月 8 韮昭和 年 月 包

回 ] [む 学校 r:l 
段務の状況

評定要紫 軒 奇麗 お よ v: 所 Jt 

学 官軍 持 E態
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内訳

包
)吋(

研修に関ナる事項

関 重盗

昭和年月民

評定者絵名 氏名 建診

昭和年月良

輔皇室者職名 氏名 母

-長野地裁判決、 fB表に被評定者が記入する自己評価、自己反省は、法律違反ではないん(昭和

39年6月2日)

e 東京高設控訴審判決、原判決取消し控訴棄却(向 41年2月 7B) 
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表 3-2 長野県勤務評定書(第 2表A)
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-最高裁判決、上告棄却 iB表観察命令についてその文言自体、これを最大限に拡大解釈するので

なければ、記入者の有する世界観、人生観、教育観等の表明を命じたものと解することはできない。

上告人らがこれを表示しなかったとしても、連ちに義務違反の責めをとわれることが確実であると

は認められないJ0 (問 47年 11月 30日)
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以上の判決が出たために、 B表提出拒否に諮み込めなかった県教組も、翌 48年の大会で「自己

観察および希望事項の欄は記入せず、一括提出jを決め、高教組とともに団体交渉に臨み、 8月 30

8、県教委から「勤評A.B両表の提出強制はしないJという確認をとり、勤評長野方式は廃止と

なった。訴訟をも含んだ 15年以上に及ぶ運動が勤評を溌止させたのであり、全国でも例を見ない

結果となった。

( 3 )現在の f神奈川方式Jと改訂された f勤務評価に関する記録j

勤務評定書についての議論は、昭和 35年に 4月 20日に県教委が神教組に提示した「勤務評定神

奈川試案J(表4)から始まる。

表4 勤務評定神奈川試案

第 i表

回 勤務評定
1予定月日昭和年 月 日

lfr ~ 十| |円l 男女ト I~ 年 月

一

E 'fo長 1~l! 1 語 2手 士主役 学fEヰ5iぷ甲EてA7S 包

2手

n 
司E

的三 E主 E手 年 ~ ~ 号 内2手::t

ミ事 交f干決 t.~~ 
学年 ( 過35A人去E3牟泊所ム~什1 也寺話事

の往E長 将( 径事t買

i貴
時間

11T去分1夏
~1事

訪誘時間を守ゥたa E D1F怠に度〈亨ゥた口.'1<守っとロ否通白イ:!8努力を35ずる

J.! 良3不1 〈生いiH去恐浅はどうか 京にAい Gる良い口答述。まじめさを欠いた・

t王
まじめであ

主主
腐気体 1ロi g 欠 D g mh:のf長以及び参加した図・ 8 ::t 

況 係lてg委人員会苓の三倍したもの
g 8 8 

8 
学 @]~l! 1JJ 自 灼~もの 8 

の{也 8 

12 

斤長T 

叉 r:; I1 1 O~r:である O良い口答通口間作する口茎い

ぷ一次H乏者 I:l. 。

~M 毛乏叉

1じと史局の上陥長話舎の1認手定芝f財壬単品Z長刻事の樋に11、先jf会 ~全 日.R. '7 プi君 事手のI1f壬内容を!e.1lすること e

2 3nキ 但見 にli容E移量~J手iî::容の伐育.活及笠9晴 海路、及び段'hの処ラ理状況鈎並びに1:i3劫2ぎを与えたことがあ

る ほその内 22F5手Eぴに1宣2伝自手立学年 ぴ包径と枚持の送否王手について符犯すべき事I真を紀入のこと‘
3 こ 宅2企43， 2511 の絞りいとするこ
4 こηF手 Zまのl墨 ~al!O とすること.
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ことができるよう去ものとすること.
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丸山義王:教職員の勤務評定の研究

これは、「教育長協議会試案jを路まえたもので、 5段階評価を取り入れたものであった。両者の

交渉の結果、 10月 1日に、試案を超えて生まれたのが、神奈川方式としての f勤務評価に関する記

録J(1勤務一般について)と (ll教育活動について) (表 5)であった。

f神奈川方式j が国の教育行政の見解を体現して、全国のモデルとされたこの f試案j とは全く

異なる内容と地方自治的な手続きで成立したことが、当時においては、その特色であった。

表 5 r勤務評価に関する記録J(豆) * (1) については省略

第 2号f袈式

@ 

1 研修

区 分

本研人iJl錨究人と課して待題つ I

現と在本まで人の研の修の希後望会 I

学校

勤務評価に関する忍銭 E

〈数育活動について〉

本 人 σ〉

※研修に対する符記ナベ会校長の意見

3 主主育活動に関する指海助ぎ

期日 年月

意 見

活 躍点 本人の意見

a 

川児。児向章上童生生徒すが徒るいのた学め2きいa習活きu動mと字の争向習品上か位し経にそのつ学いたを力て1 

れ、苦、心に問題つ努いは力符てが直進か.直め』らしれてιりいているか特るJに.む験ずまかそしレ | 

l21 U窟環たW境にめ3直条たに件畜めとについて l にどのような 境条件上の
しているか. たこれを除

閉く のようにした環まらよ L、かa

13} {学1)(技2)会に体あげの協乙れ力につ閉い駆て乙

めはに{可、か.学校全体っの協たj力"1品を求ι解め決たすいこるたと

※藷苦盟点について符記すべき校長の指導助言

〈と主) Il)(Z)(3)lこ該当する番号を付して記入のこと.

校長氏名 8 
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さらに昭和 51年の主任斜路争の際に、「勤務評価に関する記録(II ) Jは、選択項目方式(表6) 

として簡略化され、校長の記入は、記名・捺印のみとなり、校長の評定の道を関ざした他に例を見

ない記録接式が生み出された。いわば主任制度化の富IJ産物であった。

表6 昭和 52年~平成 9年度「勤務評価に関する記録j

童書 2号後式(敬具具、 在主主章、 受注主主治.助主主主量‘ 重量E壁幼喜重』章、 総邸周〉

勤務評領に関する記録
l留外泌 l
年 月 a 

ふラがな O~号
|敏名l氏 名 金手 月 日生〈 政) 口女

学校名

経験生事故 童手 月 現在ff総校量手段 年 月

後終 学 歴 量手 免F干状君重の 罪翼

この 1年間数背活動を遜じ;主主霊・生徒の実態に節して特に盤点をおいて浴場した後B
担当数斜 科 l

科品重j需宝事

後 I~
、、

活勘 11l5 f E 

'コ
、担‘

にぃつ げI段a 分s;. 

hこ
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て!、.

て

1 学習内軍事をF著書雪し、主H墜学力の充実をf31富した.
主2当学年 学年

2知Z龍.~童書患の健爽な定着を 1311'lした@

滋J!!当授接持数 時間

3 学習効楽を高めるために童主将・教兵をエ夫し、活用した.

4 学習活動の中で特にIil験的学習をE量没した6

(本人の分短)I 

5 学5' 1昔話1の効~セ高めるためのIH露方/t;:等をエ夫した@

8ーム一人の児童ま・生徒の渥終に努め特性・特伎の侍長を 131苦した。

7 ~芋留活動に必要なllJ~竜の皇室備に努めたe

8 抱話事究車業を高めるための協力方法の工夫に努めたe

(本人 の 分 担)I 9 学習に対する拠法・:!.欲毒事を高的、 8玄的怨J1I:の潜E立を 13rBした.

10築包括勧を通して人間関係の宵皮を8憎した.

11量生資格段・送路f昔話事をlII:t見した.

12 家庭との~O宮な遥慨を盤慌したe

軍事 E売の状況について i 叡 E重体時空白霊堂 目、出産・1日 H量弔・特別体曜日 段 目、休後臼盈 日
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~ ~主
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丸山義王:教職員の勤務評定の研究

平成 8年 11月 27日に、県教委は、県教組(教職員組合協議会)に対し、「教育をとりまく新た

な環境に応え、社会状況の変化に対応することが必要になってきているJことから、勤評の見直し

の提案をした。県教組は、県教委の提案を受けて、従来からの勤評制度の趣旨を踏まえ、次の 3つ

の視点(20)から具体的な見直しに入った。

①各教職員が、教育活動をすすめるに当たって、自らの反省を踏まえ、自己啓発、自己改革を一層

行いやすくする制度への改善。

②校長が、各教職員に対し多面的な指導、助言を行い、より一層の相互信頼のもとに学校全体の協

力関係を高める制度への改善。

③教育に諜せられている今日的課題の解決に資するとともに、保護者・地域からの学校、教職員へ

の信頼をさらに確立する制度への改善。

第 lと第 2の視点は、勤評が自己反省の記録であり、校長がこれに指導・助言を行うのであるが、

相互の信頼を基にするため、絶対評価や相対評価は行わず、人事考課ではない制度を成立させるこ

とについてである。第 3は、新しい視点であり、学校教育へ保護者や地域から強い関心が寄せられ

る中で、理解の届く関かれた勤評にしようとするねらいがある。

これらの視点に基づき、様式の見直しを中心に計 21回の交渉と協議がもたれ、平成 10年 8月 11

日、合意し交渉を終え、第 4次の「神奈川方式j が成立した。次に見直しの概要をあげる。

1 )様式の主な変更点

①様式の名称は、従前通り「勤務評価の記録j とし、これまでの「神奈川方式Jの趣旨を生かし、

f自己観察記録J(表 7-1)では、教育活動等に関する内容を中心に自己評価することになってい

る。

②記載方法については、「記述方式j とした。

昭和 52年から現在までの項目選択方式を「記述方式Jに改めた。これは、自己反省・自己啓発

が行いやすく、今日的教育課題に資することを目的としている。例えば、「自己観察記録Jの i( 4 ) 

教育を取り巻く今目的課題への取り組みや勤務に対する姿勢についてj のように具体化された。従

前の選択項目(教育活動について)は、「記入上の注意事項」の中で、記入の「例示Jとして取り入

れた。

③「特記事項J(表 7-2)檎を設け、「学校運営に対する意見、執務環境に対する意見、現在の職

務に対する感想・意見等j があれば記入できるようにし、学校改善に資することをねらっている。

2 )助言・評定の改正点、

①教頭が教諭と養護教諭等の助言者として定められた。

②管理職が記載する欄が設置された。

教頭が「自己観察記録 1J に対して記述する「助言者意見の欄Jと、校長が「自己観察記録J 1 

及び2に対して意見などを記述する「評定者意見j の欄が新設された。校長の記述については、昭

和 35年の様式では、「研修に対する特記すべき校長の意見j、「教育活動に関する指導助言j の欄が
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表 7-1 平成 10年度 f勤務に関する記録j

訴 3帯陸1((艇11.重苦t量投t寓ー院佐鎗.1理士量助役t孔鵠輔.爽留助手.寮盛期}

Eヨヨコ

自己援 護史雄

1 こ町 1早出向桂宵怠酷又坦噌国健瞳君臨を瞳lJi:IIリ.ol::町唱盛について盛ら睡眠1...自ら停留して〈だ苦い.

111敏村健司曹を巡して.定量・生後円趨注や認ゴ1壬引島出し.平宮銑泉帯を高めるたグ河3努力+工夫について

121飯事4外抱認を渇して.児jt.生後円窃主性を育て.車主宵効援を底的るたl')<1)努力キヱ突について

IJl tll精升輩耳を返して.牢校全体的包力体調を広めるた向的努力干エ失について

141程賢岳駐守噂〈今日間援111へ8l1!it勺緩み骨鎗務に討する皆傍について

あっただけであり、昭和 42年からの様式では、校長が記入するのは氏名捺印のみであったのが、「評

定者意見j の欄が新設された。初めて評定者という言葉が勤評用紙に用いられ、いわゆる「勤評J

としての性格が付与されたと言える。

③勤務評定の開示が確認された。

教頭が記載した助言、校長が記載した評定を、校長は職員に示すことになっている。「示すj こと

が職員に対する助言・指導とされている。職員は内容について必要があれば、面談を希望できる。

「教育長協議会試案j が全国的に広まって以来、評定の結果を本人に対して非開示というのが大方

であったが、神奈川の場合では、当初から、本人の求めのあった場合、記録については、「本人に限

り提示することができるJ(昭和 49年 8月 30臼改正「学校職員勤務成績の評定に関する規則J)と

して、一費して本人開示を行っている。
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表 7-2 平成 10年度「勤務に関する記録J(続き)

留 と 電車 穣 le u 
Z この 1年縄開麿修町内窓P質量異について箆入して〈だ苫い.

投斜氏名

t'l J是 ft名

3)その他の改正点

①勤評発足以来、校長については、校長様式があったが、教頭については、教諭等として扱われて

いた。今回、これを f教諭等様式j から切り離し「教頭様式j が新設された。

②学校栄養職員を新たに実施対象とし、事務職員様式を改めて「事務職員・学校栄養職員様式j と

した。

「神奈川方式Jの場合は、昭和 33年の当初から現在に至るまで、勤務評定の内容は、教育活動

についての「自己反省の記録jであり、教師の自己評価であるという原則は一貫している。 f神奈川

方式Jは、あくまで、教師自身による自主的な評価なのである。

組合の今後の対応は、組織の統一と団結を基本に、現場を混乱させないことを第一義としている。

粘り強く交渉して、合意にいたるという勤評 f神奈川方式Jの歴史は、この度の改正でも引き継が

れた。
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3. r神奈川方式Jから見る教職員の勤務評定の課題

まとめとして勤務評定の課題と今後の方向を探ってみたい。教職員の勤務評定は、勤評部争以来、

今に続く教育上の重大案件であり、現在においても結論は出ていない。しかし、「神奈川方式jの経

緯には、勤務評定の改善に示唆を与えるものがある。

その第 lは、勤務評定の実施に際して教育委員会と教職員組合との交渉の在り方であり、両者の

簡に民主的な社会関係の成立が大切であることである。そこでは、交渉により、教委と組合との双

互理解と協力関係を成立させようとする当事者の努力が重要となる。いわば、教員参加による勤務

評定の手続き過程の民主化である。

その一例が「神奈川方式j である。昭和 35年以来4度の改正を行ったが、常に教委と組合との

双方で、教員評価の基準、評価方法、評価結果の人事への影響などについて共通理解を行った。

「神奈川方式j によってもたらされた結果は、組合にも、個々の教師にとっても短期的、長期的

に有利であった。その時々では、学校での混乱を避けることができ、長期的には当初、昭和 35年

の交渉の成果を以来、 40年間において歴史的に引き継ぐことができた。

高知県では、平成 12年 8月に、石元県教組委員長らが、勤勉手当への成績率導入は、「教員の地

位に関する勧告J(昭和 41年)に盛り込まれた「勤務評価の客観性・公開性」や「給与決定を呂的

とした評価制度に対する教職員団体との事前協議や承認」などに反すると指摘し、「制度に反対する

私たちの闘いが、日本の異常な競争・管理の体制を転換し、その最大の犠牲者となっている子ども

たちを守るための翻いであると確信するJ(21)として、 1 L 0 (国際労働機関)に実状を提訴してい

る。それは、「神奈川方式」と軌をーにする運動であり、「職務遂行基準の決定における教員団体の

参加J(同勧告第 71項)という条件の確立にかかわることである。

ILOの言う評価過程への教員参加が保証される制度的枠組みを作るには、教員団体の力が不可

欠である。

東京都では、人事考諜制度の導入をきっかけに「都教組に入って一緒にたたかおう J(22)と、未加

入の教員に対して、組合加入を勧める取組みが活発化したという。組合の組織力の再評価が必要で

ある。

第2の課題は、教師自身による自律的な教員評価である。

勤務評定の目的の一つを学校改善を促進するための要因としてとらえるならば、各学校での学校

評価の結果にもとづく、学校改善をめざした教員間の協働による自主的努力が必要となる。呂標達

成の度合いが明確にされることにおいて、個々の教師の貢献度が測られる。

「神奈川方式」では、当初から、「勤務評価に関する記録」が有効に生かされるための観点(23)と

して、学校評価が活用されてきた。

「それぞれの教師が展開する教育活動についての検討と反省は常に学校全体の教育活動の推進、

つまりは学校における教育目的の達成という全体的視野からなされなければならなしり、教育活動に

関する項目の記入においては、「とくに全職員が参加する学校教育活動全般についての総括的な批
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半IJ、検討、反省j など、「学校の教育計画、教育活動等学校教育のあらゆる分野にわたる、いわゆる

学校評価のための協議会の計画的・継続的な展開Jを前提としなければ、「教育効果向上のための有

効かつ適切な記録の作成は期待できないJとして学校評価を強調している。

学校評価により、教員が協働で、学校改善をなしとげれば、 ‘方的な人事考課において個々の教員

を孤立させることを幾分なりとも防ぐことができょう。学校評価は、校長と全職員が教育活動の質

を共同に管理するための最良の方法である。

第3の課題は、教師の専門性の追求である。

勤務評定をめぐる運動からの示唆は、教員評価の内容・方法についての妥当性である。教員の担

う教育活動の特殊性と専門性を追求することにより科学的な教員評価の理論を立てる必要がある。

専門性とは、教えることにおいて不断の研修を行い高度の技術を身につけていること、専門職に

ふさわしい行動基準に従って、子どもに接することである。学校における専門的集団としての活動

の評価基準の開発が構想されなければならない。

<注>
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